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平成 27 年６月 24 日 

 

各  位 
 

会社名   横浜ゴム株式会社 
代表者名  代表取締役会長兼 CEO 南雲 忠信 
コード番号 ５１０１ 
問合せ先  総務部長 内田 寿夫 

（℡ ０３－５４００－４５００） 

 

 

「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統制システムの基本方針」を

一部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

(１)当社および当社グループ会社各社（以下、総称して「当社グループ」といいます）の取締役および従

業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

① 当社グループの取締役および従業員は、法令および定款を遵守し、また横浜ゴムグループの「企業

理念」「行動指針」に従い、忠実に職務を果たします。 

さらに、上記「行動指針」に反社会的勢力や団体とは一切の関係を遮断することを定め、毅然とし

た態度で反社会的勢力を排除しています。 

② 当社は、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会およびその実行部門としてのコンプラ

イアンス推進室を設置し、当社グループにおけるコンプライアンスに係る諸施策を継続して実施す

るとともに、その活動状況を取締役会および監査役に報告しています。 

③ 当社の内部監査部門は、コンプライアンス担当部署と連携のうえ、当社グループへの内部監査を実

施しています。 

④ 当社グループ（国内）の取締役および従業員は、内部通報窓口としてのコンプライアンス・ホット

ラインを利用して当社のコンプライアンス推進室または外部の弁護士に対して直接通報を行うこ

とができ、通報をしたことによって不利益な取り扱いを受けないことが確保されています。 

⑤ 当社は、当社グループに重大な法令もしくは定款違反またはその他コンプライアンスに係る重大な

事実が発見された場合、直ちにコンプライアンス委員会を招集し、委員長および監査役に報告のう

え、外部専門家等と協力しながら解決を図る体制を構築しています。 

 

(２)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

① 当社は、取締役の職務の執行に係る文書その他の重要な情報について、「文書管理規則」、「営業秘

密管理規則」、「個人情報管理規則」および「情報セキュリティ管理規則」に基づき、適切に作成、

保存および管理しています。 

② 当社の取締役および監査役は、常時これら保存された情報を閲覧できるものとしています。 
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(３)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 当社は、当社グループを取り巻くリスクからの防衛体制を強固なものとすべく、ＣＳＲ担当役員を

議長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、「リスクマネジメント委員会規則」に基づき、

経営に重大な影響を及ぼすリスクを横断的に管理し、適切に対応しています。 

② 当社は、当社グループのコンプライアンス、安全衛生、災害、環境、情報セキュリティ、輸出管理

等に係わるそれぞれのリスクカテゴリーごとに専門の委員会を設置し、リスクの管理を行っていま

す。 

③ また、随時、当社グループの業務執行に関するリスクを特定し、見直すとともに、リスク管理体制

の見直しも行っています。 

④ 前項に基づき設置された各委員会の事務局は、自委員会が所管するリスクの管理状況について、定

期的に、取締役会や経営会議等において報告しています。 

⑤ 当社は、当社グループにおいてリスク事象が発生した場合は、直ちに当該事象に対応する委員会を

招集し、委員長および監査役に報告のうえ、外部専門家等と協力しながら解決を図る体制を構築し

ています。 

 

(４)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 当社は、執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化を図っています。 

② 当社は、取締役会の運営を定める「取締役会規則」および社内各組織の機能や運営基準を定める社

則を定め、これら規則に基づいて取締役会を開催しています。 

③ 当社は、当社グループの経営方針および経営戦略に係わる重要事項については、「経営会議規則」

に基づき、経営会議にて十分に審議したうえで、取締役会に諮っています。 

④ 当社は、当社グループの経営計画を定め、この目標達成に向けて取締役および各部門が実施すべき

具体的な課題および施策を明確化しています。 

 

(５)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

① 当社グループの予算は、当社の経営会議での承認を得たうえで執行されています。そして、当社グ

ループの事業内容は、定期的に取締役会および経営会議に報告されています。 

② 当社は、「関係会社会計処理要領」の規定に基づき、当社グループの決算を実施しています。 

③ 当社の内部監査部門は、当社グループに対して、会計監査、業務監査およびコンプライアンス監査

を計画的に実施し、その結果を取締役、監査役および担当部署に報告する体制を構築しています。 

④ 当社は、当社グループ会社各社が所属する事業部門に、各グループ会社の内部統制を担当する部署

を定め、特定のグループ会社において問題が発生した場合は、当該グループ会社が自ら当該部署に

報告する仕組みを構築しています。 

 

(６)当社の監査役の職務を補助すべき従業員（以下「監査役付従業員」といいます）が設置された場合に

おける当該監査役付従業員に関する体制 

当社は、監査役の要請に応じて、「監査役監査基準」に基づき、監査役の職務を補助するための人員と

して監査役付従業員を配置しています。 
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(７)当社の監査役付従業員の取締役からの独立性および当該従業員に対する監査役の指示の実効性の確保

に関する事項 

① 当社は、「監査役監査基準」に基づき、監査役付従業員について、当社の取締役からの独立性を確

保しています。 

② 監査役付従業員の人事異動、人事評価等については、当社の監査役の意見を尊重し、同意を必要と

しています。 

③ 監査役付従業員は、当社の業務執行にかかる役職を兼務していません。 

④ 監査役付従業員は、当社の監査役に同行し、または監査役の指示を受けて、当社の会計監査人や当

社グループ会社各社の監査役と定期的に意見交換をする場に参加し、必要とする資料の提出を要求

するなど、情報を収集する権限が付与されています。 

 

(８)当社グループの取締役および従業員ならびに当社グループ会社各社の監査役が当社の監査役に報告す

るための体制その他監査役への報告に関する体制 

① 当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議、各委員会、およびその他の重要な会議に出席し、業

務執行に関する報告を受けています。 

② 前項に加え、当社の監査役の要請があった場合は、取締役および従業員ならびに当社グループ会社

各社の取締役、監査役および従業員は、「監査役監査基準」に基づき、当社の監査役に必要な報告

を行うものとしています。 

③ 当社の監査役は、各部門および当社グループ会社各社への計画的なヒヤリングを通じて、当社グル

ープの情報を入手し、実態を把握しています。 

④ 当社グループは、本条各項にしたがって当社の監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを

理由として不利な取り扱いを受けることはないことを確保する体制を整えています。 

⑤ 当社の監査役は、年２回開催される「グループ監査役会」において、当社グループ会社各社（国内）

の監査役から情報を入手し、実態を把握しています。 

 

(９)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 当社の監査役は、「監査役監査基準」に基づき、当社グループの代表取締役、会計監査人とそれぞ

れ定期的に意見交換を実施し、協議しています。 

② 当社の監査役は、当社の取締役会にて「監査役監査基準」に基づいた監査方針の説明を行い、経営

に対して実施する監査の重点事項を説明しています。 

③ 当社は、法令違反、コンプライアンス上の問題、内部通報に関する問題および当社の業務に影響を

与える重要な事項が発生した場合、当社の取締役が、ただちに監査役に報告する体制を確保してい

ます。 

④ 当社は、当社の監査役の職務の執行上必要と認める費用の前払または償還について、監査役の請求

等に従い、速やかに処理します。 

 

 

以上 


